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 規  則  

 

 四日市港管理組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改正する規則をここに公布し

ます。 

  令和 7年 3月 31日 

                四日市港管理組合管理者 三重県知事 一 見 勝 之   

四日市港管理組合規則第 1号 

   四日市港管理組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改正する規則 

 四日市港管理組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則（平成 7年四日市港管理組合規則第 6号）

の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改  正  後 改  正  前 

第６条の８ （略） 

２ 時間外勤務制限開始日から起算して条

例第 9 条第 2 項又は条例第 9 条の 2 第 1

項の規定による請求に係る期間を経過す

る日の前日までの間に、次の各号に掲げ

るいずれかの事由が生じた場合には、こ

れらの規定による請求は、時間外勤務制

限開始日から当該事由が生じた日までの

期間についての請求であったものとみな

す。 

（１） （略） 

（２） 当該請求に係る子が小学校就学の始

期に達した場合 

 

 

 

３・４ （略） 

（特別休暇） 

第１１条 条例第 15 条の規則で定める場合

は、次の各号に掲げる場合とし、その期間

は、当該各号に掲げる期間とする。 

（１）～（９） （略） 

第６条の８ （略） 

２ 時間外勤務制限開始日から起算して条

例第 9 条第 2 項又は条例第 9 条の 2 第 1

項の規定による請求に係る期間を経過す

る日の前日までの間に、次の各号に掲げ

るいずれかの事由が生じた場合には、こ

れらの規定による請求は、時間外勤務制

限開始日から当該事由が生じた日までの

期間についての請求であったものとみな

す。 

（１） （略） 

（２） 当該請求に係る子が、条例第 9 条第 2

項の規定による請求にあっては小学校

就学の始期に、条例第 9 条の 2 第 1 項

の規定による請求にあっては 3 歳に達

した場合 

３・４ （略） 

（特別休暇） 

第１１条 条例第 15 条の規則で定める場合

は、次の各号に掲げる場合とし、その期間

は、当該各号に掲げる期間とする。 

（１）～（９） （略） 
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（10） 職員の妻の出産若しくは子(配偶者の

子を含む。以下この号及び次号において

同じ。)の傷病等に伴う入院の付添い等

又は学校保健安全法（昭和 33 年法律第

56 号）第 20 条の規定による学校の休業

その他の事情によるその子の世話を行

うため勤務しないことがやむを得ない

と認められる場合 1の年における 4日

(中学校就学の始期に達するまでの子若

しくは中学校就学の始期に達する日か

ら 18 歳に達する日以後の最初の 3 月 31

日までの間にある障がいのある子の傷

病等に伴う入院の付添い等又は学校保

健安全法第 20 条の規定による学校の休

業その他の事情によるその子の世話を

行うため勤務しないことがやむを得な

いと認められる場合にあっては、当該日

数に 4 日(中学校就学の始期に達するま

での子又は中学校就学の始期に達する

日から 18 歳に達する日以後の最初の 3

月 31 日までの間にある障がいのある子

が 2 人以上の場合にあっては、8 日)を

加えた日数)の範囲内の期間 

（１1）～（23） （略） 

（10） 職員の妻の出産、子(配偶者の子を含

む。以下この号及び次号において同じ。)

の傷病等に伴い入院の付添い等を行う

ため勤務しないことがやむを得ないと

認められる場合 1 の年における 4 日

(中学校就学の始期に達するまでの子又

は中学校就学の始期に達する日から 18

歳に達する日以後の最初の 3 月 31 日ま

での間にある障がいのある子の傷病等

に伴い入院の付添い等を行うため勤務

しないことがやむを得ないと認められ

る場合にあっては、当該日数に 4 日(中

学校就学の始期に達するまでの子又は

中学校就学の始期に達する日から 18 歳

に達する日以後の最初の 3 月 31 日まで

の間にある障がいのある子が 2 人以上

の場合にあっては、8 日)を加えた日数)

の範囲内の期間 

 

 

 

 

 

（１1）～（23） （略） 

   附 則 

 この規則は、令和 7年 4月 1日から施行する。 
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 住居手当に関する規則の一部を改正する規則をここに公布します。 

  令和 7年 3月 31日 

                 四日市港管理組合管理者 三重県知事 一 見 勝 之   

四日市港管理組合規則第 2号 

   住居手当に関する規則の一部を改正する規則 

 住居手当に関する規則（昭和 46年四日市港管理組合規則第 3号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改  正  後 改  正  前 

 （適用除外職員） 

第２条 条例第 12 条の 3 第 1 項第 1 号の規則

で定める職員は、次の各号に掲げる職員と

する。 

 （１） （略） 

 （２） 職員の扶養親族である者（職員の配偶

者（届出をしないが事実上婚姻関係と同

様の事情にある者を含む。以下この号に

おいて同じ。）で他に生計の途がなく主と

して当該職員の扶養を受けているもの及

び条例第 12 条第 2 項に規定する扶養親族

をいう。以下この号において同じ。）が所

有する住宅及び職員の配偶者、父母又は

配偶者の父母で、職員の扶養親族である

者以外のものが所有し、又は借り受け、居

住している住宅並びに管理者がこれらに

準ずると認める住宅の全部又は一部を借

り受けて当該住宅に居住している職員 

 

 

 

 

 

 （権衡職員の範囲） 

第４条 条例第 12 条の 3 第 1 項第 2 号の規則

で定める職員は、四日市港管理組合職員の

給与に関する条例施行規則の規定によりそ

 （適用除外職員） 

第２条 条例第 12 条の 3 第 1 項第 1 号の規則

で定める職員は、次の各号に掲げる職員と

する。 

 （１） （略） 

 （２） 職員の扶養親族である者（条例第 12 条

第 2 項に規定する扶養親族で四日市港管

理組合職員の給与に関する条例施行規則

（昭和 41 年四日市港管理組合規則第 9

号）の規定によりその例によることとさ

れる三重県人事委員会規則 7―2（職員の

給与の支給に関する規則）第 7 条第 1 項

の規定による届出がされている者に限

る。以下この号において同じ。）が所有す

る住宅及び職員の配偶者（婚姻の届出を

していないが事実上婚姻関係と同様の事

情にある者を含む。以下この号において

同じ。）、父母又は配偶者の父母で、職員

の扶養親族である者以外のものが所有

し、又は借り受け、居住している住宅並び

に管理者がこれらに準ずると認める住宅

の全部又は一部を借り受けて当該住宅に

居住している職員 

 （権衡職員の範囲） 

第４条 条例第 12 条の 3 第 1 項第 2 号の規則

で定める職員は、四日市港管理組合職員の

給与に関する条例施行規則の規定によりそ
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の例によることとされる三重県人事委員会

規則 7―49（職員の単身赴任手当に関する規

則）第 5 条第 2 項に該当する職員で、同項

第 3 号に規定する満 18 歳に達する日後の最

初の 3 月 31 日までの間にある子が居住する

ための住宅として、同号に規定する異動又

は公署の移転の直前の住居であつた住宅

（前条に規定する住宅を除く。）又はこれに

準ずるものとして管理者の定める住宅を借

り受け、月額 15,000 円を超える家賃を支払

つているものとする。 

  

  

  

 （支給の始期及び終期） 

第８条 住居手当の支給は、職員が新たに条

例第 12 条の 3 第 1 項の職員である要件を具

備するに至つた日の属する月の翌月（その

日が月の初日であるときは、その日の属す

る月）から開始し、職員が同項に規定する要

件を欠くに至つた日（管理者が定める場合

にあつては、当該要件を欠くに至つた日以

降の日で管理者が定める日）の属する月（そ

の日が月の初日であるときは、その日の属

する月の前月）をもつて終わる。ただし、住

居手当の支給の開始については、第 5 条第 1

項の規定による届出がこれに係る事実の生

じた日から 15 日を経過した後にされたとき

は、その届出を受理した日の属する月の翌

月（その日が月の初日であるときは、その日

の属する月）から行うものとする。 

２ （略） 

の例によることとされる三重県人事委員会

規則 7―49（職員の単身赴任手当に関する規

則）第 5 条第 2 項に該当する職員（地方公

務員法（昭和 25 年法律第 261 号）第 22 条

の 4 第 1 項又は第 22 条の 5 第 1 項若しくは

第 2 項の規定により採用された職員を除

く。）で、同項第 3 号に規定する満 18 歳に

達する日後の最初の 3 月 31 日までの間にあ

る子が居住するための住宅として、同号に

規定する異動又は公署の移転の直前の住居

であつた住宅（前条に規定する住宅を除

く。）又はこれに準じるものとして管理者の

定める住宅を借り受け、月額 15,000 円を超

える家賃を支払つているものとする。 

 （支給の始期及び終期） 

第８条 住居手当の支給は、職員が新たに条

例第 12 条の 3 第 1 項の職員である要件を具

備するに至つた日の属する月の翌月（その

日が月の初日であるときは、その日の属す

る月）から開始し、職員が同項に規定する要

件を欠くに至つた日の属する月（その日が

月の初日であるときは、その日の属する月

の前月）をもつて終わる。ただし、住居手当

の支給の開始については、第 5 条第 1 項の

規定による届出がこれに係る事実の生じた

日から 15 日を経過した後にされたときは、

その届出を受理した日の属する月の翌月

（その日が月の初日であるときは、その日

の属する月）から行うものとする。 

 

 

２ （略） 

   附 則 

 この規則は、令和 7年 4月 1日から施行する。 
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 地域手当に関する規則の一部を改正する規則をここに公布します。 

  令和 7年 3月 31日 

                 四日市港管理組合管理者 三重県知事 一 見 勝 之   

四日市港管理組合規則第 3号 

   地域手当に関する規則の一部を改正する規則 

 地域手当に関する規則（平成 21年四日市港管理組合規則第 2号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改  正  後 改  正  前 

 （支給地域及び支給公署） 

第２条 条例第 12 条の 2 第 1 項前段の規則で

定める地域は別表に掲げる地域とし、同項

後段の公署で規則で定めるものは民間の賃

金水準及び物価等に関する事情を考慮し

て、管理者が適当であると認める公署とす

る。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行し、平成 20

年 4 月 1 日から適用する。 

 （地域手当に関する経過措置） 

２ 当分の間における条例第 12 条の 2 第 2 項

各号の支給割合は、次の表のとおりとする。 

別表（第 2 条、第 3 条関係） 

  

級地 支給割合 

4 級地 100 分の 9 

級地 支給地域 

4 級地 四日市市 

 （支給地域及び支給公署） 

第２条 条例第 12 条の 2 第 1 項前段の規則で

定める地域は別表に掲げる地域とし、同項

後段の公署で規則で定めるものは別表に掲

げる地域に所在する公署と同様に取り扱う

ことが適当であると管理者が認める公署と

する。 

   附 則 

 

  この規則は、公布の日から施行し、平成 20

年 4 月 1 日から適用する。 

 

 

 

 

 

別表（第 2 条、第 3 条関係） 

  

級地 支給地域 

5 級地 四日市市 

   附 則 

 この規則は、令和 7年 4月 1日から施行する。 
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 四日市港管理組合財務規則の一部を改正する規則をここに公布します。 

  令和 7年 3月 31日 

                 四日市港管理組合管理者 三重県知事 一 見 勝 之   

四日市港管理組合規則第 4号 

   四日市港管理組合財務規則の一部を改正する規則 

 四日市港管理組合財務規則（昭和 41年四日市港管理組合規則第 12号）の一部を次のように改正

する。 

 次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改定後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改   正   後 改   正   前 

(随意契約の限度額) 

第８５条 令第 167条の 2第 1項第 1号の規

則で定める額は、次の各号に掲げる契約の

種類に応じ当該各号に定める額とする。 

(1) 工事又は製造の請負 400万円 

(2) 財産の買入れ 300万円 

(3) 物件の借入れ 150万円 

(4) 財産の売払い 100万円 

(5) 物件の貸付け 50万円 

(6) 前各号に規定するもの以外のもの 

200万円 

(随意契約の限度額) 

第８５条 令第 167条の 2第 1項第 1号の規

則で定める額は、次の各号に掲げる契約の

種類に応じ当該各号に定める額とする。 

(1) 工事又は製造の請負 250万円 

(2) 財産の買入れ 160万円 

(3) 物件の借入れ 80万円 

(4) 財産の売払い 50万円 

(5) 物件の貸付け 30万円 

(6) 前各号に規定するもの以外のもの 

100万円 

（予定価格の作成） 

第８７条 （略） 

２ 契約締結権者は、管理者が別に定める場

合を除き、前項により定めた予定価格を記

載した書面（以下「予定価格調書」（第 45

号様式）という。）を作成し、封筒に入れ封

緘しなければならない。 

（予定価格の作成） 

第８７条 （略） 

２ 契約締結権者は、管理者が別に定める場

合を除き、前項により定めた予定価格を記

載した書面（以下「予定価格調書」とい

う。）を作成し、封筒に入れ封緘しなければ

ならない。 

（最低制限価格） 

第８９条 （略） 

２ 前項の最低制限価格は、予定価格の 10分

の 9.2から 10分の 7.5までの範囲内とし、

予定価格調書（第 45号様式）にこれを記載

しなければならない。 

（最低制限価格） 

第８９条 （略） 

２ 前項の最低制限価格は、予定価格の 10分

の 9.2から 10分の 7.5までの範囲内とし、

予定価格調書にこれを記載しなければなら

ない。 
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 様式目次中「第 45号様式 削除」を「第 45号様式 予定価格調書 第 87条、第 89条」に改め、

「第 45号様式の２ 削除」を削る。 

 第 44号様式及び第 45号様式を次のように改め、第 45号様式の２を削る。 

第 44号様式 削除 
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第 45号様式（その 1）（第 87条、第 89条関係） 

 

 

予 定 価 格 調 書（工事関係用） 

 

 

工 事 番 号                年度  第           号 

 

工 事 名                       工事（委託） 

 

工 事 場 所                                        地内 

 

設 計 金 額  金             円  工 事 価 格    金            円 

 

予 定 価 格  金             円  入札書比較価格   金            円 

 

制 限 価 格  金             円  入札書比較価格  金            円 

（基準価格） 

 

 

         年   月   日 

 

 

 

職・氏名 

(記名押印又は署名) 

 

 

 

 

備考  この様式によることが困難なものは、この様式に準じて作成すること。 

                                                

                                               （規格Ａ４縦）  
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 第 45号様式（その 2）（第 87条、第 89条関係） 

 

 

予 定 価 格 調 書（物件関係用） 

 

 

物 件 名 

 

 

予 定 価 格   金                             円 

入札書比較価格  金                             円 

 

 

 

         年   月   日 

 

 

 

職・氏名 

(記名押印又は署名) 

 

 

 

備考  この様式によることが困難なものは、この様式に準じて作成すること。 

 

                                               （規格Ａ４縦）   
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   附 則 

 この規則は、令和 7年 4月 1日から施行する。 
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 訓  令  

 

四日市港管理組合訓令第 2号 

庁 中 一 般   

 四日市港管理組合職員の服務に関する訓令の一部を改正する訓令を次のように定める。 

  令和 7年 3月 31日 

                 四日市港管理組合管理者 三重県知事 一 見 勝 之   

  四日市港管理組合職員の服務に関する訓令の一部を改正する訓令 

 四日市港管理組合職員の服務に関する訓令（昭和 56 年四日市港管理組合訓令第 1 号）の一部を

次のように改正する。 

 次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改  正  後 改  正  前 

 （用語の定義） 

第２条 この訓令において、次の各号に掲げ

る用語の意義は、それぞれ当該各号に定め

るところによる。 

 （１） 職員 地方公務員法（昭和 25 年法律第

261 号。以下「法」という。）第 3 条第 2

項に規定する一般職に属する職員（臨時

的に任用された職員及び非常勤職員（法

第 22 条の 4 第 1 項に規定する短時間勤務

の職を占める職員を除く。）を除く。）を

いう。 

 （２） （略） 

 （勤務時間等） 

第１１条  四日市港管理組合職員の勤務時

間、休暇等に関する条例（平成 7 年四日市港

管理組合条例第 2 号。以下「勤務時間条例」

という。）第 4 条第 2 項の規定に基づき勤

務時間が割り振られている職員の勤務時間

及び休憩時間は、次の表のとおりとする。た

だし、地方公務員の育児休業等に関する法

律（平成 3 年法律第 110 号）第 10 条第 1 項

に規定する育児短時間勤務をしている職員

及び同法第 17 条の規定による短時間勤務を

 （用語の定義） 

第２条 この訓令において、次の各号に掲げ

る用語の意義は、それぞれ当該各号に定め

るところによる。 

 （１） 職員 地方公務員法（昭和 25 年法律第

261 号。以下「法」という。）第 3 条第 2

項に規定する一般職に属する職員（臨時

的に任用された職員及び非常勤職員（法

第 28 条の 5 第 1 項に規定する短時間勤務

の職を占める職員を除く。）を除く。）を

いう。 

 （２） （略） 

（勤務時間等） 

第１１条  四日市港管理組合職員の勤務時

間、休暇等に関する条例（平成 7 年四日市港

管理組合条例第 2 号。以下「勤務時間条例」

という。）第 4 条第 2 項の規定に基づき勤

務時間が割り振られている職員の勤務時間

及び休憩時間は、次の表のとおりとする。た

だし、地方公務員の育児休業等に関する法

律（平成 3 年法律第 110 号）第 10 条第 1 項

に規定する育児短時間勤務をしている職員

及び同法第 17 条の規定による短時間勤務を
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している職員の勤務時間及び休憩時間は管

理者が別に定めるものとし、法第 22 条の 4

第 1 項又は第 22 条の 5 第 2 項の規定により

採用された職員及び地方公務員の育児休業

等に関する法律第 18 条第 1 項の規定により

採用された職員の勤務時間及び休憩時間は

午前 8 時 30 分から午後 5 時 15 分までの間

で管理者が別に定める。 

 

 

２～４ （略） 

勤務時間 休憩時間 

(略) (略) 

している職員の勤務時間及び休憩時間は管

理者が別に定めるものとし、法第 28 条の 4

第 1 項若しくは第 28 条の 5 第 1 項又は第 28

条の 6 第 1 項若しくは第 2 項の規定により

採用された職員で法第 28 条の 5 第 1 項に規

定する短時間勤務の職を占めるもの及び地

方公務員の育児休業等に関する法律第 18 条

第 1 項の規定により採用された職員の勤務

時間及び休憩時間は午前 8 時 30 分から午後

5 時 15 分までの間で管理者が別に定める。 

２～４ （略） 

勤務時間 休憩時間 

(略) (略) 

   附 則 

 この訓令は、令和 7年 4月 1日から施行する。 

  



令和 7年 3月 31日      四日市港管理組合公報           第１１３２号 

 

 

 

 
- 14 -  

四日市港管理組合訓令第 3号 

庁 中 一 般   

 四日市港管理組合事務決裁規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 

  令和 7年 3月 31日 

                 四日市港管理組合管理者 三重県知事 一 見 勝 之   

  四日市港管理組合事務決裁規程の一部を改正する訓令 

 四日市港管理組合事務決裁規程（平成 8年四日市港管理組合訓令第 1号）の一部を次のように改

正する。 

 別表 1個別決裁事項の表第 3号の項の次に次の 1項を加える。 

   附 則 

 この訓令は、令和 7年 4月 1日から施行する。 

  

3-2 職員の高齢者

部分休業に関

する事務 

1 地方公務員法第 26条の 3の規定による

高齢者部分休業の承認又は承認の取消

し（2 に掲げるものを除く） 

 

 

   〇  

 

2 四日市港管理組合職員の高齢者部分休

業に関する規則（令和 4年四日市港管理

組合規則第 8号）第 2条第 3 項の規定に

基づく高齢者部分休業の取消し 

    〇  
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四日市港管理組合訓令第 4号 

庁 中 一 般   

 会計年度任用職員の任用、勤務条件及び身分取扱いに関する規程の一部を改正する訓令を次のよ

うに定める。 

  令和 7年 3月 31日 

                 四日市港管理組合管理者 三重県知事 一 見 勝 之   

  会計年度任用職員の任用、勤務条件及び身分取扱いに関する規程の一部を改正する訓令 

 会計年度任用職員の任用、勤務条件及び身分取扱いに関する規程（令和元年四日市港管理組合訓

令第 2号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改  正  後 改  正  前 

別表第 5（第 11 条第 1 項関係） 

区分 事由 期間 

（略） （略） （略） 

育児参加休暇 （略） （略） 

私傷病 会計年度任用職員（経

営企画部長が別に定

める者に限る。）が負

傷又は疾病のため療

養する必要があり、そ

の勤務しないことが

やむを得ないと認め

られる場合 

一の年度にお

いて経営企画

部長が別に定

める期間 

 

別表第 6（第 11 条第 2 項関係） 

区分 事由 期間 

（略） （略） （略） 

子の看護等 9 歳に達する日以後

の最初の 3 月 31 日ま

での間にある子（配偶

者の子を含む。以下こ

の項において同じ。）

を養育する会計年度

任用職員（経営企画部

長が別に定める者に

限る。）が、その子の

看護等（負傷し、若し

一の年度にお

いて 5日（そ

の養育する 9

歳に達する日

以後の最初の

3月 31日まで

の間にある子

が 2 人以上の

場合にあって

は、10日）（勤

別表第 5（第 11 条第 1 項関係） 

区分 事由 期間 

（略） （略） （略） 

育児参加休暇 （略） （略） 

   

 

別表第 6（第 11 条第 2 項関係） 

区分 事由 期間 

（略） （略） （略） 

子の看護 小学校就学の始期に

達するまでの子（配偶

者の子を含む。以下こ

の項において同じ。）

を養育する会計年度

任用職員（経営企画部

長が別に定める者に

限る。）が、その子の

看護（負傷し、若しく

は疾病にかかったそ

一の年度にお

いて 5日（そ

の養育する小

学校就学の始

期に達するま

での子が 2 人

以上の場合に

あっては、10

日）（勤務日

ごとの勤務時
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くは疾病にかかった

その子の世話、疾病の

予防を図るために必

要なものとして経営

企画部長が定めるそ

の子の世話若しくは

学校保健安全法（昭和

30年法律第 56号）第

20 条の規定による学

校の休業その他これ

に準ずるものとして

経営企画部長が定め

る事由に伴うその子

の世話を行うこと又

はその子の教育若し

くは保育に係る行事

のうち経営企画部長

が定めるものへの参

加をすることをい

う。）のため勤務しな

いことが相当である

と認められる場合 

務日ごとの勤

務時間の時間

数が同一でな

い会計年度任

用職員にあっ

ては、その者

の勤務時間を

考慮し、経営

企画部長が別

に定める時

間）の範囲内

の期間 

（略） （略） （略） 

公務上の傷病 （略） （略） 

   

（略） （略） （略） 

備考 （略） 

の子の世話又は疾病

の予防を図るために

必要なものとして経

営企画部長の定める

その子の世話を行う

ことをいう。）のため

勤務しないことが相

当であると認められ

る場合 

間の時間数が

同一でない会

計年度任用職

員にあって

は、その者の

勤務時間を考

慮し、経営企

画部長が別に

定める時間）

の範囲内の期

間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） （略） （略） 

公務上の傷病 （略） （略） 

私傷病 会計年度任用職員（経

営企画部長が別に定

める者に限る。）が負

傷又は疾病のため療

養する必要があり、そ

の勤務しないことが

やむを得ないと認め

られる場合（「生理日

の就業困難」、「妊産

疾病」及び「公務上の

傷病」に掲げる場合を

除く。） 

一の年度にお

いて経営企画

部長が別に定

める期間 

（略） （略） （略） 

備考 （略） 

   附 則 

 この訓令は、令和 7年 4月 1日から施行する。 
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 公  告  

 

 四日市港管理組合建設工事執行規則（平成 6年四日市港管理組合規則第 5号）第 4条第 4項並び

に四日市港管理組合財務規則（昭和 41 年四日市港管理組合規則第 12 号）第 81 条第 3 項の規定に

よる一般競争（指名競争）入札参加資格審査申請（建設工事、測量・建設コンサルタント等及び物

件関係（物品・業務委託））の期間等を次のとおり定めましたので、公告します。 

  令和 7年 3月 31日 

                 四日市港管理組合管理者 三重県知事 一 見 勝 之   

１ 令和 4～7年度四日市港管理組合入札参加資格者名簿登録の期間、場所等 

  入札参加資格申請に係る審査完了日及び名簿登録の有効期間は、次のとおりとします。 

  また、申請方法は、建設工事、測量・建設コンサルタント等は郵送又は電子申請とし、物件関

係（物品・業務委託）は郵送によるもののみの受付とします。 

 

（１） 建設工事、測量・建設コンサルタント等で登録を希望する場合 

審査完了日 名簿登録の有効期間 

令和 7年 4月 1日から同年 6月 30日まで 令和 7年 8月 1日から令和 8年 5月 31日まで 

令和 7年 7月 1日から同年 9月 30日まで 令和 7年 11月 1日から令和 8年 5月 31日まで 

令和 7年 10月 1日から令和 8年 1月 5日まで 令和 8年 2月 1日から同年 5月 31日まで 

    

郵送による場合の受付場所 電子申請による場合の受付ＵＲＬ 

〒514-0002 三重県津市島崎町 56番地 

公益財団法人三重県建設技術センター 

入札参加資格登録共同受付担当 

https://logoform.jp/form/8vMX/r4_7zuijisinki 

 

（２） 物件関係（物品・業務委託）で登録を希望する場合 

審査完了日 名簿登録の有効期間 

令和 7年 4月 1日から同年 6月 30日まで 令和 7年 8月 1日から令和 8年 3月 31日まで 

令和 7年 7月 1日から同年 9月 30日まで 令和 7年 11月 1日から令和 8年 3月 31日まで 

令和 7年 10月 1日から令和 8年 1月 5日まで 令和 8年 2月 1日から同年 3月 31日まで 

 

受 付 場 所 

〒514-0003 三重県津市桜橋２丁目 96番地 

三重県市町総合事務組合 

共同受付・審査担当 
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２ 問い合わせ先 

  三重県四日市市霞二丁目 1番地の 1 

  四日市港管理組合総務課管財・契約担当 

  電話 059-366-7009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 発行  四日市港管理組合 

               三重県四日市市霞二丁目１－１ 

              四日市港管理組合経営企画部総務課 

                     電話 059－366－7006 

四日市港管理組合公報は、四日市港管理組合ホームページにも掲載していま

す。 

 https://www.yokkaichi-port.or.jp/ 


